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○はじめに 

本手引きは、平成２６年１１月２７日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以

下「法」という。）第６条の規定による「空家等対策計画」を作成するために、計画に記載すべき

事項や内容、考え方を示すことにより、作成の参考となるよう策定したものである。 

空家等対策計画については、必ず作成しなければならないものではないが、空家等対策の効果的

かつ効率的な推進のために、市町村において作成することが望ましいものとされていることから、

今後各市町村において空家等対策計画を作成するにあたって、本手引きによりスムーズに作成を進

められることを期待している。 

なお、本手引きはあくまで参考であるため、表現や構成等を変えることなどについて妨げるもの

ではない。 

 

○空家等対策計画の作成に当たり 

空家等対策計画を作成するに当たって、法第５条の規定により国が定めている「空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）では、「空

家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、各市町村において、空家等対策を総合的かつ計

画的に実施するための計画を作成することが望ましい」とされている。 

また、同計画を作成するに当たっては以下の点が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針では①・②の観点から、空家等対策計画については定期的にその内容の見直しを行い、

適宜必要な変更を行うよう努めることとされている。 

  なお、空家等対策計画策定に際し、法第７条に基づく協議会の設置は必須とされていないが、既 

に設置している場合には、協議会への意見の聴取が必要となる。また空家等対策計画は各市町村毎 

に作成することになり、たとえ法第７条に基づく協議会を複数市町村が共同して設置した場合でも、 

複数市町村でまとめて計画を作成することはできない。 

   

そして、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対処するだけでなく、こうした空

家等のそもそもの増加を抑制する観点（予防・利活用）から、空家等の諸問題についての広報や、

空家等のニーズを掘り起こす取組、また空家等のリフォーム促進等、各種財政支援策を含めた形で

作成することが望ましい。 

 
① 空家等対策の全体像を住民が容易に把握することができること 

② 空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題について広く

住民の意識を涵養するように定めること 

③ 防災、衛生、景観等の内部部局が連携し、空家等に関する対策を分野横断的に記載し

た総合的な計画を作成すること 

 

基本指針より 
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○空家等対策計画の構成について 

空家等対策計画を作成する場合、法第６条の規定により、基本指針に即した上で、次に掲げる事

項を定めなければならない。 

    １ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

   ２ 計画期間 

   ３ 空家等の調査に関する事項 

   ４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

   ５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

   ６ 特定空家等に対する措置（第14条の助言～代執行をいう）その他の特定空家等への対処

に関する事項 

   ７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

   ８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

   ９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

ただし、計画の構成に当たっては、上記１から９までの順序や、項目名称にこだわる必要はない

ため、それぞれ類する項目をまとめるなど、分かりやすい構成を心掛けるとよい。構成の一例とし

て、参考１を示す。 

 

参考１ 空家等対策計画の構成例 
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○空家等対策計画で定める事項について 

 上記参考１では法に基づく9項目＋αの構成となっているが、ここでは、法に基づく空家等対策

計画を作成する上で必須となる9項目についてそれぞれ説明する。 

ただし、構成については構成の一例(参考１)などを踏まえ、その他の項目を追加するなど、市町

村の実情に応じて、適宜検討されたい。 

 

１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

この項目は、各市町村長が把握した空家等の数、実態、分布状況、周辺への悪影響の度合い

の状況や、これまでに講じてきた空家等対策等を踏まえ、空家等に関する政策課題をまず明ら

かにした上で、①対象とする地区、②対象とする空家等の種類、③基本的な方針（今後の空家

等に関する取組方針）④その他（計画の位置付け）を示すこととなる。 

 

① 対象とする地区 

 

 

 

 

 

 

対象とする地区の設定については、市町村全域を設定することが基本となるが、その他の

手法としては、 

 空家等の数や分布状況を踏まえ、空家等対策を重点的に推進するべき地区を重点対象

地区として定める手法 

 既に周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている地域について先行的に計画を作成

し、その後必要に応じて順次計画の対象地区を拡大していく手法 

といった手法もある。 

また、当初計画は全域を対象とした場合でも、その後の調査等により必要に応じ、重点対

象地区を定めるといった手法もある。 

なお、重点対象地区については、あくまで任意設定の地区となるが、 

 既に特定空家等により深刻な状況になっている地区 

 密集市街地など、特定空家等が発生した場合に周辺住民への影響が大きい地区 

 空家等が多数存在し、エリアとして対策を進めるべき地区 

   など、「何を優先するのか」ということを考えて設定することが望ましい。 

 

    補足１）空き家再生等推進事業（国庫補助事業）除却事業タイプを平成３０年以降に利

用する場合、計画の対象地区内である必要がある（計画に基づく事業とするため）。 

補足２）現時点では、重点対象地区を定めたことによる、国による財政上の支援措置の

追加・割り増しは把握できていない。 

 
空家等対策の対象地区を定めるに当たっては、各市町村における空家等の数や分布状況を

踏まえ、空家等対策を重点的に推進するべき地区を重点対象地区として定めることが考え

られる。 

 

基本指針より 
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② 対象とする空家等の種類 

 

 

 

 

 

 

対象とする空家等の種類については、基本指針を踏まえ、後述の実態調査と併せて、総合的に検

討する必要がある。 

例としては、 

 特に優先順位を定めず、「法第２条の規定による空家等」として、全てを対象としておく。 

 相続などの問題の生じやすい「個人住宅」の優先順位を上げ、その他のもの（アパートや他

用途の空き家）を次順位とする（実態調査も個人住宅を主とする）。 

などが考えられる。 

なお、空家等については、物件ごとの状況により対応が異なるため、参考２のような「状況別の

対応方針」を示しておくと、住民にとって分かりやすいものとなる。 

 

参考２ 空家等における状況別の対応方針

 

（イ） 空家等の除却及び利活用について、所有者等から相談があったもの 

（ロ） 管理が不適切な空家等について、地域住民から相談若しくは苦情のあったもの 

管理状況 空家の状態 所有者の意向 区分 対策の内容 

適切に管理

されている

空家 

そのままで

利活用でき

る状態 

利活用等の計画がある。  － 対策の必要なし 

利活用等の計画はなく、対応に苦

慮している。 

（イ） 利活用等の助言及び支援 

そのままで

は利活用で

きない状態 

利活用等の計画がある。  － 対策の必要なし 

利活用等の計画はなく、対応に苦

慮している。 

（イ） 利活用等の助言及び支援 

適切な管理

がなされて

いない空家 

 

地域の生活

環境に影響

を与えてい

ない状態 

利活用の計画がある。 （イ） 管理指導 

利活用等の計画はなく、対応に苦

慮している。 

（イ） 管理指導、利活用等の助言及び支

援 

所有者等の特定が困難な状態 （ロ） 所有者等の調査、管理指導 

地域の生活

環境に影響

を与えてい

る状態 

利活用の計画がある。 （ロ） 除却等の助言及び指導 

利活用等の計画はなく、対応に苦

慮している。 

（ロ） 除却及び利活用等の助言及び指

導 

所有者等の特定が困難な状態 （ロ） 所有者等の調査、除却等の助言及

び指導、勧告、命令、代執行 

（引用元）菊川市空家等対策計画 

  

 
市町村長による空家等調査の結果、どのような種類の建築物が空家等となっていたかを踏まえ、

どの種類の空家等から対策を進めていくかの優先順位を明示することが考えられる。 

 

基本指針より 
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③ 基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

基本的な方針については、市町村における今後の空家等に関する対策の取組方針につい

て示すことが考えられる。 

具体的には、本計画に基づき対策を実施することで、「目指すべき姿」、「空家等をどのよ

うにしたいのか」、等について、主に空家等の発生予防、適正管理、利活用、除却、相談窓

口の設置などの観点から記載することなどが考えられる。 

なお、計画を計画的かつ効果的に進めていくためには、上記の基本方針を定めたうえで、

個々の取組みに対する具体的項目による評価指標を設け、進捗度を図ることで、空家等対

策における施策の有効性等の検討を図ることが望ましい。 

例えば適正管理においては、特定空家等候補数の推移、除却件数の推移などについて、

利活用においては、空き家バンクの登録・成約件数の推移、リフォーム推進事業等の活用

件数の推移などを評価指標とすることが考えられる。 

 

参考３ 基本方針の設定例 

 
（引用元）広島県尾道市空き家再生プロジェクト     （引用元）南房総市空家等対策計画 

 

 

 
対象地区、対象とする空家等の種類等の記載により、各市町村における空家等対策の今後の

基本的な方針を、住民にとって分かりやすいものとして示すことが望ましい。 

 

基本指針より 
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④ その他（計画の位置付け） 

計画の位置付けについては、法及び基本指針には明示されていないが、計画の作成に当

たっては考慮すべき事項となる。 

住民に対して混乱を招くことの無いよう、国や県、市町村における計画、条例等との整

合を図り、その関係性について分かりやすく示すことが望ましい。 

 

参考４ 計画の位置付け例 

 

（引用元）前橋市空家等対策計画 
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２ 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間については、基本指針で示された内容を踏まえて設定することになるが、一例

として、住宅施策に関係する市町村住生活基本計画の期間と合わせることや、住宅・土地

統計調査の実施年が５年おきであることを参考に、計画期間を５年間と設定することも考

えられる。 

 

参考５ 期間設定例 

 

 

 

 

 

 

 

３ 空家等の調査に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の調査に関する事項については、基本指針で示された内容を踏まえ、既に実態

把握調査を実施している場合には、その結果を記載することになる。ただし、空家等対

策計画作成に当たり、作成前の実態把握調査は必須ではなく、空家等実態調査を行って

いない場合には、この項目には今後の調査計画を記載すれば足りることとなる。 

また、空家等対策計画を定める前に空家等の実態把握調査を完了しているが、調査項

目に不足事項がある場合には、既に行った調査の結果を記載すると共に、不足事項の調

査計画を記載することになる。 

第 4節 

 ～一部省略～ 

また、空家等対策に関連する長浜市住生活基本計画が、平成 32 年度までの計画となっていることを考慮し、本計画の期間は

「平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間」とします。 

（引用元）長浜市空家等対策計画 

 
各市町村における空家等の実態に応じて異なることが想定されるが、既存の計画で定めてい

る期間や住宅・土地に関する調査の実施年と整合性を取りつつ設定することが考えられる。な

お、計画期限を迎えるごとに、各市町村内における空家等の状況の変化を踏まえ、計画内容の

改定等を検討することが重要である。 

 

基本指針より 

 
各市町村長が法第９条第１項に基づき当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家

等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を

行うに当たって必要となる事項を記載する。具体的には、例えば空家等の調査を実際に実施する

主体名、対象地区、調査期間、調査対象となる空家等の種類、空家等が周辺に及ぼしている悪影

響の内容及び程度その他の調査内容及び方法を記載することが考えられる。 

 

基本指針より 
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それらの記載に加え、「計画策定前に調査した内容との異同」や、上記２つのパター

ン（調査実施済み・未実施）にも関係するが、「基本的な方針にて設定した指標等の評

価の為の調査等」についても記載できれば、より望ましいものになる。 

 

 調査方法について 

空家等の調査方法としては、現地調査等による悉皆調査や自治会等へのアンケート

調査などが挙げられるが、人員や費用等の面から、実施できない場合も想定される。 

その際には、住宅・土地統計調査等により、全国、県、市町村の空家率の推移を確

認し、空家数の伸び率や空家となっている住宅の内訳（賃貸、売却用、二次的、その

他）、他地域との空家数の比較、特定空家等候補数の推計値等について、現状を把握

する手法も考えられる。 

また、空家率などの他に、市町村全体や地域別の人口推移、世帯数推移のほか、年

齢別人口推移、市街地までの距離、腐朽度などから、空家発生要因の分析などを行う

ことも考えられる。 

なお、調査に当たっては、①特定空家等対策、②利活用方策のどちらを目的に含む

かで調査の対象、区域、手法、項目が変わるので、その調査目的も併せて記載するこ

とにより、内容が明確になるものと考えられる。 

※調査結果については、空家の分布状況等を地図上にプロットしたものなどを用い

ると、地域別の空家状況がより分かりやすく理解できる。 

 

参考６ 空家の調査結果の例示 

 

（引用元）前橋市空家等対策計画 
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                （引用元）南房総市空家等対策計画              （引用元）下関市空家等対策計画 

 

 

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

適切な管理の促進に関する事項については、基本指針で示された内容を踏まえ定めるこ

ととなるが、記載に際しては、 

 各市町村における相談体制の整備方針 

⇒ワンストップで対応出来る体制の整備 

 利活用に関心を有する外部の者と当該空家等の所有者等とのマッチングを図る取組 

⇒空き家バンク及びＪＴＩや不動産関係団体等との協力による、空き家活用促進 

 空家等の所有者等の意識の涵養や理解増進に資する事項 

⇒広報での周知や、セミナー等の開催による意識啓発 

などの内容について、行政としての協力体制を示すことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空家等の適切な管理は第一義的には当該空家等の所有者等の責任において行われるべきこと

を記載するとともに、空家等の所有者等に空家等の適切な管理を促すため、例えば各市町村にお

ける相談体制の整備方針や、空家等の利活用に関心を有する外部の者と当該空家等の所有者等と

のマッチングを図るなどの取組について記載することが考えられるほか、空家等の所有者等の意

識の涵養や理解増進に資する事項を記載することが考えられる。 

基本指針より 
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５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活用の促進に関する事項については、基本指針で示された内容に加え、 

 空家等所有者向けの利活用相談の窓口開設 

 県外などからの移住者向けの助成事業（移住費、リフォーム改修費など） 

等の利活用の取組が考えられる。 

       

参考７ 利活用等の取り組み例 

 

（引用元）神戸市空家等対策計画 

 

 

 
例えば、 

① 把握している空家等に関する情報を、その所有者の同意を得た上でインターネットや宅地

建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供すること 

② 空き家バンク等の空家等情報を提供するサービスにおける宅地建物取引業者等の関係事業

者団体との連携に関する協定の締結に関すること 

③ 空家等を地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交流ス

ペース、移住希望者の住居等として活用すること 

④ 空家等の跡地を漁業集落等の狭隘な地区における駐車場として活用したりする際の具体的

な方針や手段について 

について、記載することが考えられる。 

基本指針より 
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６ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等に対する措置などに関する事項については、基本指針で示された内容に加え、

特定空家等への対応について任意の協議会等を設置し、対応を協議する市町村も多いこと

から、特措法に基づく助言・指導等の対応フローに任意の協議会等も含めた手続きの流れ

を計画に示すことも考えられる。 

なお、基本指針では「法第１４条第１４項に基づくガイドラインを参考に、各地域の実

情に応じた特定空家等に関する対策に取り組むこととする。」とされており、特定空家等の

判断基準について、各市町村毎に地域の実情に応じ設定することも可能である。そのため、

空家等対策計画において判断項目を示した上で、ガイドラインに基づき総合的に判断する

ことや、市町村の実情に応じて、独自の基準を示すことも考えられる。 

 

参考８ 特定空家等に対する措置のフロー例 

 

（引用元）前橋市空家等対策計画 

 
特定空家等については、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものであることか

ら、各市町村長が特定空家等に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが重

要である。具体的な記載の内容としては、特定空家等であることを判断する際の基本的な考え方

や、必要な措置を講ずる際の具体的な手続等について記載することが望ましい。 

 

基本指針より 
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７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談への対応と実施体制に関する事項については、互いに関連する事項であることから、

一緒に整理し、記載することが分かりやすいものと考えられる。 

内容については、基本指針で示されたものに加え、特に地域社会との連携については、

空家等の問題解決に必要不可欠なため、相互の協力関係について、分かりやすく記載する

とよいと考えられる。 

 

参考９ 空家等対策に係る実施体制例   参考１０ 空家等対策に係る地域協力例 

  

（引用元）神戸市空き家等対策計画            （引用元）長浜市空家等対策計画

 
（７）例えば空家等の所有者等自らによる空家等の今後の利活用方針に関するものから、空家等

が周辺に及ぼしている悪影響に関する周辺住民による苦情まで幅広く、そのような各種相談に対

して、各市町村はできる限り迅速に回答するよう努めることとし、例えば各市町村における相談

体制の内容や住民に対する相談窓口の連絡先について具体的に記載することが望ましい。 

 

（８）例えばどのような内部部局が関係しているのかが住民から一覧できるよう、各内部部局の

役割分担、部署名及び各部署の組織体制、各部署の窓口連絡先等を記載することが考えられる。

また、協議会を組織する場合や外部の関係団体等と連携する場合については、併せてその内容を

記載することが望ましい。 

基本指針より 
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９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

 

 

 

 

 

前述の１から８に掲げる事項以外では、基本指針で示された内容に加え、「法と市町村条

例の関係」が考えられる。 

空家等対策については、法施行前より適正管理の条例等に基づき、空家等への対応を行

っていた市町村も多いため、法施行を踏まえ、その関係性を整理する必要がある。法で網

羅できない防犯の観点や応急措置、長屋や共同住宅等の一部の空き室への対応など、多岐

にわたる空き家問題に対し、条例の改正又は新たな制定により、法と条例それぞれで対処

することが有効である。 

なお、そのことについて計画に記載する場合は、項目ごとに対応する根拠（法か条例か）

を分かりやすく示すことが望ましい。 

また、他法令による諸規制や関連する事業も併せて記載しておくと、部局間の関係性や

連携体制が分かりやすくなるので、８で記載した実施体制と共に記載するとよい。 

 

参考１１ 法と条例の関係例 

 

（引用元）前橋市空家等対策計画 

 
前述の１から８に掲げる事項以外に、各市町村における空家等の実情に応じて必要となる支援措

置や、空家等対策の効果を検証し、その結果を踏まえて計画を見直す旨の方針等について記載す

ることが考えられる。 

基本指針より 
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○空家等対策計画の公表等 

 

 

 

 

 

 

空家等対策計画の公表等については、法第６条第３項の規定により「空家等対策計画を

定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」とされて

いる。基本指針で示された方法に加え、リーフレットを作成し各役所や支所等に設置する

など、なるべく住民の目に触れやすくすることが望ましい。 

なお、法では意見公募等の規定はないが、各市町村における条例等により意見公募等に

対応する必要もあるので、注意する必要がある。 

 
公表手段は各市町村の裁量に委ねられているが、単に各市町村の広報に掲載するだけでなく、例

えばインターネットを用いて公表するなど、住民が計画の内容について容易に知ることのできる

環境を整備することが重要である。 

基本指針より 


